
第��号議案

島根県が出資する法人の健全な運営に関する条例の一部を改正する条例

島根県が出資する法人の健全な運営に関する条例（平成��年島根県条例第��

号）の一部を次のように改正する。

別表中
「財団法人島根県育英会

財団法人北東アジア地域学術交流財団」
を「財団法人北東アジア地域

学術交流財団」に、
「財団法人島根県並河萬里写真財団

財団法人島根県文化振興財団 」
を「財団法人島根県文

化振興財団」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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